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第33回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第33回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上
げます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措
置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト
に掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいま
すようお願い申し上げます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「株主総会関連
資料」を順に選択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）の
ウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「グロー
ム・ホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「8938」を入力・検索
し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主
総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決
権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、
2025年６月25日（水曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願
い申し上げます。

[インターネットによる議決権行使の場合]
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスして
いただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決
権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、2025年
６月25日（水曜日）午後６時までに、議案に対する賛否をご入力ください。
　なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネット
による議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
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1. 日　時 2025年６月26日（木曜日）午後１時
2. 会　場 東京都港区赤坂一丁目12番32号

アーク森ビル37階「アークヒルズクラブ」
3. 会議の目的事項

報 告 事 項 1. 第33期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業
報告及び計算書類報告の件

2. 第33期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）連結
計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書
類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対

する株式報酬型ストック・オプション報酬等の額及びその具体的
な内容決定の件

第５号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件及び募集事
項の決定を当社取締役会に委任する件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に
対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いい
たします。

⑵インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議
決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

⑶インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到
着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り
扱いいたします。

⑷代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を
代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面
のご提出が必要となりますのでご了承ください。

[書面（郵送）による議決権行使の場合]
　本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、2025年６月25日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送くださ
い。

敬　具

記

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権
行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
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◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェ
ブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項
を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面を
あわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第11条第２項
の規定に基づき、次に掲げる事項を除いています。

　①計算書類の「個別注記表」
　②連結計算書類の「連結注記表」
　したがいまして、当該書面に記載している計算書類及び連結計算書類は、会
計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監
査をした対象書類の一部です。
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第33回定時株主総会におけるライブ配信について

　本総会におきましては、株主の皆様の利便性等を考慮し、ご来場いただけない株主
様もインターネットを用いて遠隔地等から株主総会当日の議事進行の様子をご視聴い
ただくことが可能な「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」（以下、「本バーチ
ャル株主総会」といいます。）を導入いたします。
　参加を希望される場合は、下記事項をご確認くださいますようお願いいたします。

記

１. 本バーチャル株主総会とは
　　ご来場になれない株主様がＩＤとパスワードによる株主確認を経て、「株主様

専用ウェブサイト」で配信されるライブ中継動画を視聴するものです。

２. 参加の手続き
(1) 本バーチャル株主総会へ参加される株主様は、後記「３．」に記載のＩＤ（株
主番号）とパスワードを後記「４．」の「株主様専用ウェブサイト」で入力し
てください。

(2) 本バーチャル株主総会で参加される株主様は、会社法で定める出席には当たり
ませんので、本バーチャル株主総会を通して、当日の議決権行使や質問はでき
ません。
従いまして、2025年６月25日（水曜日）午後６時までに到着するよう書面に
より議決権を行使していただくか、又は同日時までにインターネットにより議
決権を行使していだきますようお願いいたします。

３. ＩＤおよびパスワード
ＩＤ　　　　株主番号（議決権行使書用紙に記載の８桁の半角数字）
パスワード　郵便番号（株主様のご登録住所の郵便番号７桁の半角数字）

４. 株主様専用ウェブサイト
アドレス　https://8938.ksoukai.jp
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５. その他
(1) システム障害や通信環境等により映像や音声の乱れ、また一時中断などが発生
する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(2) 本バーチャル株主総会参加に要する通信機器類やインターネット接続料、通信
費等の一切の費用は、株主様のご負担とさせていただきます。

(3) 通信環境やシステム障害等により株主様が受けた不利益については、当社は一
切責任を負いかねますので、ご了承ください。

(4) 本バーチャル株主総会に参加いただけるのは、当社株主名簿（2025年３月31
日現在）に記載された株主様のみとさせていただきます。当該株主様以外のご
参加はご遠慮ください。

(5) 本バーチャル株主総会につきましては、万全を期しておりますが通信環境の悪
化やシステム障害等の不測の事態により参加できない場合があるほか、状況に
よっては中止することがありますので、あらかじめご承知おきください。

(6) 万一何らかの事情により中継を行わない場合は、「株主様専用ウェブサイト」
ページにてお知らせいたします。

(7) 本バーチャル株主総会の配信画像の転用・転載は禁止いたします。

６. お問い合わせ先
　本バーチャル株主総会に関して、お電話によるお問い合わせ先は以下の通りで
す。
グローム・ホールディングス株式会社　総務部　03－5545－8101

以　上
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（ 2024年 4 月 1 日から ）2025年 3 月31日まで

事　業　報　告

１. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及びその成果

　当社グループの連結業績は売上高2,043百万円(前年同期比65.1％増収)、営業
損失46百万円（前年同期は営業損失144百万円)、経常損失53百万円（前年同期
は経常損失192百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益70百万円（前年同期
は親会社株主に帰属する当期純損失198百万円)となりました。
　セグメントごとの経営成績は、次の通りです。

①医療関連事業セグメント
　売上高1,904百万円(前年同期比73.0％増収)、営業利益285百万円(前年同期比
67.8％増益)となりました。
　アライアンス先医療機関が保有する総病床数は5,280床、アライアンス先施設
の内訳は無床診療所６施設、有床診療所８施設、病院（介護医療院を含む）27
施設、介護老人保健施設13施設の計54施設で前連結会計年度末から306床増加
しました。

②不動産関連事業セグメント
　売上高139百万円(前年同期比1.6％増収)、営業利益56百万円（前年同期比
10.7%増益)となりました。
以下の固定資産の２件に関しては、引き続き不動産の賃貸事業を行なっていま
す。
・北海道釧路市所在の商業施設
・北海道留萌市所在の商業施設

③その他
　持分法適用関連会社である株式会社DAホールディングス
持分法による投資損失3百万円（前連結会計年度は持分法による投資損失24百万
円）を計上しています。

　特別損益
特別利益に固定資産売却益8百万円、債権回収益150百万円と新株予約権戻入益7
百万円の計上と特別損失に固定資産除却損0百万円、出資金評価損5百万円と解
体費用9百万円の計上がありました。
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　当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高2,186百万円に対し
て、福山医療器㈱に若干の有利子負債があります。当社グループの資金需要の
うち、主なものは、新規に獲得するアライアンス先医療機関の一部に対して一
定期間、資金支援の為、当社グループから行う貸付です。医療機関への貸付内
容は、貸付先医療機関の財務・経営状況等により異なりますが、当社グループ
の自己資本で対応できると考えています。

(2) 設備投資等の状況
　当連結会計年度における設備投資の総額は149百万円です。
主なものは、北海道旭川市のグローム・ホスピス高砂台及び福山医療器㈱の新本
社による建物及び構築物です。

(3) 資金調達の状況
　当連結会計年度においては、連結子会社の福山医療器において運転資金として
広島銀行より50百万円の資金調達をしています。

(4) 対処すべき課題
①内部統制体制の強化およびコンプライアンス体制の一層の強化

　当社は、過去に発生した連結子会社における不適切な取引（2021年３月期
第２四半期から2022年３月期）に関して、2022年８月30日に再発防止策を策
定し（同年９月28日及び2023年２月17日に一部変更）、その着実な実行に努
めています。2024年３月期に新たに２社の子会社が加わったことを踏まえ、
当社グループ全体の内部統制体制およびコンプライアンス体制をなお一層強化
することが重要な経営課題であると認識し、継続して取り組んでまいります。

②財務体質の強化
　既存事業のアライアンス先医療機関に対する機動的な資金的支援に加え、前
事業年度に立ち上げたホスピス住宅事業等の設備投資にかかる資金の確保のた
め、財務基盤の強化とともに必要な資金の確保に注力してまいります。
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③医療関連事業の推進
　当社グループの主要事業である医療関連事業において、2025年３月期は新
規アライアンス先の獲得において目標達成に苦戦しました。また、2024年３
月期より立ち上げた医療関連事業の周辺ビジネスおよびホスピス住宅事業にお
いては、収益化に時間を要する状況となりました。そのため、2026年3月期
は、新規アライアンス先の戦略的な獲得と既存事業の収益性向上を両輪とし
て、事業基盤と収益基盤の強化を図り、持続的な成長を目指してまいります。
　また、医療関連事業の更なる事業拡大と収益基盤の強化を図るため、新たな
周辺ビジネスの開拓および既存提携先・協業先との連携強化に取り組み、医療
関連事業の収益性を向上させ、グループ全体のより一層の成長を目指します。

④不動産関連事業からの撤退
　不動産関連事業については、2025年３月末現在も所有する２件の商業施設
について、時期は未定ながら、売却価格や収支等を勘案しながら売却を検討す
る方針です。

⑤経営体制の安定化
　2025年３月期において、当社グループは、子会社2社の増加に伴い、グルー
プ全体の経営体制の安定化と強化に注力しました。2026年３月期において
は、ガバナンスの強化、経営人材の育成および確保に注力し、経営体制の更な
る安定化と強化に継続的に取り組んでまいります。

（単位：百万円）

区 分 第30期
2021年度

第31期
2022年度

第32期
2023年度

第33期
(当連結会計年度)

2024年度
売 上 高 2,470 1,798 1,238 2,043
経常利益又は経常損失
（ △ ） 346 268 △192 △53
親会社株主に帰属する当期
純 利 益 又 は 当 期 純 損 失
（ △ ）

208 348 △198 70

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益
又 は 当 期 純 損 失 （ △ ） 23.09円 38.47円 △21.91円 7.82円

総 資 産 額 8,900 8,432 8,362 8,645

純 資 産 額 7,656 8,006 7,768 7,838

(5) 財産及び損益の状況の推移
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名　　　称 資　本　金 出資比率 主要な事業内容

グローム・マネジメント株式会社 285百万円 100％ 医療関連事業

グローム・ワークサポート株式会社 75百万円 100％ 医療関連事業

グローム・インターナショナル株式会社 80百万円 100％ 医療関連事業

福山医療器株式会社 10百万円 100％ 医療関連事業

株式会社ＤＡホールディングス（注) 100百万円 29.5％ 医療関連事業

(6) 重要な子会社の状況

（注) 株式会社ＤＡホールディングスは当社の持分法適用関連会社です。

(7) 主要な事業内容（2025年３月31日現在）
　当社グループは、当社、連結子会社４社並びに関連会社１社により構成され
ています。

①医療関連事業セグメント
　当社グループは、アライアンス先医療機関への経営指導を含むサービスを重
層的に提供することにより、アライアンス先が持続可能な医療機関として地域
に密着・貢献し地域医療を担うことを支えるとともに、その対価として業務委
託報酬等（当社グループの売上）を受領します。
　また、新規事業としてホスピス住宅の運営、新規子会社２社においては、医
療器等の販売、海外在住患者に対するサービスの提供をおこなっています。

　具体的には、連結子会社において、アライアンス先医療機関（2025年３月31
日現在：54施設、5,280床）に対して、以下のサービスを提供して、もしくは
サービスの提供を計画・検討しています。

＜グローム・マネジメント株式会社＞
・経営・管理・運営の指導
・他医療法人等との連携支援
・保険・医療・福祉関連の情報提供
・医療機器購入支援
・薬剤購入支援
・在庫管理支援
・給食事業支援
・貸金業全般
・ＩＴ化支援
・不動産施設管理支援

－ 9 －



・医療法人等の事業承継にかかる助言及び指導
・ホスピス住宅の運営

＜グローム・ワークサポート株式会社＞
・人事・労務を中心とした研修
・人事制度の構築支援
・諸規定の制定支援
・有料職業紹介
・事務業務の請負

＜グローム・インターナショナル株式会社＞
・海外在住患者に対する国内医療機関の紹介
・海外在住患者に対するオンライン診療の紹介

＜福山医療器株式会社＞
・医療機器、介護機器、介護用品、福祉用具の販売及び修理、点検

当社の公表している「施設数」「病床数」は、
・有床診療所
・病院（介護医療院を含む）
・介護老人保健施設
・特別養護老人ホーム
・介護療養施設
・有料老人ホーム（特定施設であるもの）
における認可病床数の合計であり、
・透析ベッド
・サービス付高齢者向け住宅（特定施設でないもの）
・グループホーム
・ケアハウス
については、病床数の合計に含めていません。

　なお、2025年３月31日現在、
・無床診療所：６施設
・有床診療所：８施設／112床
・病院（介護医療院を含む）：27施設／3,838床
・介護老人保健施設：13施設／1,330床
合計：54施設／5,280床となっています。
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　病院3,838床の分類は、
・一般：1,035床
・療養：374床
・精神：2,007床
・介護医療院等：422床
となります。

②不動産関連事業セグメント
　不動産関連事業については既に大幅に縮小し、今後、完全に撤退する方針で
すが、2025年３月31日現在、以下の不動産の賃貸事業を当社グループにおいて
行っています。
・北海道釧路市所在の商業施設
・北海道留萌市所在の商業施設

(8) 主要な営業所等（2025年３月31日現在）
①当社
　本社：東京都港区赤坂１丁目12番32号

　②子会社
　グローム・マネジメント株式会社 本社：東京都港区赤坂１丁目12番32号
　グローム・ワークサポート株式会社 本社：東京都港区赤坂１丁目12番32号
　グローム・インターナショナル株式会社 本社：東京都港区赤坂１丁目12番32号
　福山医療器株式会社 本社：広島県福山市手城町３丁目14番

　　   17号
　株式会社DAホールディングス 本社：東京都港区赤坂１丁目12番32号
　（注）1.　株式会社ＤＡホールディングスは当社の持分法適用関連会社です。
　（注）2.　福山医療器株式会社は2024年７月23日に本店を移転しています。
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事業セグメント 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減
医 療 関 連 事 業 ７９名 ２３名増
不 動 産 関 連 事 業 ０名 増減なし
全 社 （ 共 通 ） ２０名 ４名増

合　　計 ９９名 ２７名増

(9) 従業員の状況（2025年３月31日現在）

（注）1.　医療関連事業の従業員数が前期末と比べ２３名増加していますが、新規に開設したホスピ
ス住宅事業の従業員増加、従業員の退職・新規募集で従業員増加、及び、医療関連事業に所
属していたＩＴ部門の業務多様化に伴う「全社（共通）」への移行による従業員減少の結果
です。
2.　全社（共通）の従業員が４名増加していますが、前述のＩＴ部門の従業員を「医療関連事
業」から「全社（共通）」への移行による従業員増加、及び、従業員の退職・新規募集での
従業員増加の結果です。
　「不動産関連事業」には専属の人員を配置しておらず、「全社（共通）」の従業員が兼務し
ているため０名としています。

借 入 先 借 入 金 残 高
株 式 会 社 広 島 銀 行 45百万円

(10) 主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

（注） 借入金残高は長期借入金及び短期借入金の合計残高金額です。
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(1) 発行可能株式総数 17,070,000株

(2) 発行済株式の総数 9,051,000株

(3) 株主数 2,065名

株 主 名 持 株 数 持株比
率

HK BEIDA JADE BIRD INVESTMENTS LIMITED 2,040,600株 22.54％

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 1,198,000株 13.23％

金 子 　 修 968,800株 10.70％
ＢＮＰ　ＰＡＲＩＢＡＳ　ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ／２Ｓ／
Ｊ Ａ Ｓ Ｄ Ｅ Ｃ ／ Ｕ Ｏ Ｂ 　 Ｋ Ａ Ｙ 　 Ｈ Ｉ Ａ Ｎ
Ｐ Ｒ Ｉ Ｖ Ａ Ｔ Ｅ 　 Ｌ Ｉ Ｍ Ｉ Ｔ Ｅ Ｄ

242,900株 2.68％

江 川 　 源 202,600株 2.23％

松 井 証 券 株 式 会 社 192,700株 2.12％

青 山 英 男 172,400株 1.90％

株 式 会 社 Ｄ Ｍ Ｍ ． ｃ ｏ ｍ 証 券 164,500株 1.81％

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 140,410株 1.55％

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 　 ｅ ス マ ー ト 証 券 株 式 会 社 140,200株 1.54％

２. 会社の株式に関する事項（2025年３月31日現在）

(4) 大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（639株）を控除して計算しています。
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新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数
取締役（監査等委員及
び社外取締役を除く） 50個 5,000株 1名

社外取締役 －個 －株 －名

監査等委員 40個 4,000株 1名

３. 会社の新株予約権等に関する事項
(1) 　当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付
された新株予約権の状況
2020年６月26日開催の取締役会決議による新株予約権
・新株予約権の数

240個
・新株予約権の目的となる株式の種類と数

普通株式　　24,000株（新株予約権１個につき100株）
・新株予約権の払込金額

要しない
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権１個当たり　　104,000円（１株当たり1,040円）
・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資
本準備金に関する事項
新株予約権の行使に際して株式を発行する場合において増加する資本
金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる
ときは、その端数を切り上げる。
新株予約権の行使に際して株式を発行する場合において増加する資本
準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減
じた額とする。

・新株予約権を行使することができる期間
2022年７月１日から2030年６月25日まで

・新株予約権の行使の条件
権利行使時における条件は設定しない。当社の取締役の地位にあるこ
とを要しない。

・当社役員の保有状況

（注）1.　取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）が保有している新株予約権は、
新株予約権発行時に子会社取締役の地位にあったときに付与されたもので
す。

（注）2.　監査等委員が保有している新株予約権は、新株予約権発行時に取締役の地位
にあったときに付与されたものです。
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新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数
取締役（監査等委員及
び社外取締役を除く） 150個 15,000株 2名

社外取締役 －個 －株 －名

監査等委員 －個 －株 －名

2021年６月29日開催の取締役会決議による新株予約権
・新株予約権の数

400個
・新株予約権の目的となる株式の種類と数

普通株式　　40,000株（新株予約権１個につき100株）
・新株予約権の払込金額

要しない
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権１個当たり　　171,000円（１株当たり1,710円）
・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資
本準備金に関する事項
新株予約権の行使に際して株式を発行する場合において増加する資本
金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増
加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる
ときは、その端数を切り上げる。
新株予約権の行使に際して株式を発行する場合において増加する資本
準備金の額は、上記資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減
じた額とする。

・新株予約権を行使することができる期間
2023年７月１日から2031年６月28日まで

・新株予約権の行使の条件
権利行使時における条件は設定しない。当社の取締役の地位にあるこ
とを要しない。但し、当社の従業員又は当社子会社の従業員が割当て
を受けた場合には、権利行使時において、当社若しくは当社子会社の
取締役又は当社若しくは当社子会社の従業員の地位にあることを要す
る。

・当社役員の保有状況

（注）1.　取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）のうち１名が保有している新株
予約権は、新株予約権発行時に子会社取締役として付与されたものです。

（注）2.　取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）のうち１名が保有している新株
予約権は、新株予約権発行時に子会社従業員として付与されたものです。
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(2) 　当事業年度中に職務執行の対価として子会社役員等に対し交付した新株予約
権の状況
該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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地　　位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 菅 原 正 純

グローム・マネジメント㈱　取締役
グローム・ワークサポート㈱　取締役
グローム・インターナショナル㈱　代表取締役
福山医療器㈱　代表取締役社長

取 締 役 藤 本 一 郎

グローム・マネジメント㈱　取締役
弁護士法人創知法律事務所　代表社員
㈱fantasista（旧商号：㈱アジアゲートホールディング
ス）　社外取締役・監査等委員
公益財団法人中辻創智社　理事
神戸大学法科大学院　兼任講師

取 締 役 森 　 芳 英
グローム・マネジメント㈱　代表取締役社長
グローム・ワークサポート㈱　取締役
グローム・インターナショナル㈱　取締役
福山医療器㈱　取締役

取 締 役 何 清 金山エネルギーグループ有限公司　執行董事
グローム・インターナショナル㈱　代表取締役社長

取 締 役 張 　 力 耘 DivineSoft㈱　代表取締役
守望智康（北京）科技有限公司　総経理

取 締 役 陳 　 德 彪 グローム・インターナショナル㈱　取締役

取 締 役 ・
常勤監査等委員 折 橋 秀 三

グローム・マネジメント㈱　監査役
グローム・ワークサポート㈱　監査役
グローム・インターナショナル㈱　監査役
福山医療器㈱　監査役

取 締 役 ・
監 査 等 委 員 堂 野 達 之 堂野法律事務所　所長

㈱コパ・コーポレーション　社外監査役

取 締 役 ・
監 査 等 委 員 真 鍋 恵 美 子

公認会計士真鍋恵美子事務所　所長
税理士法人すばる会計　代表社員
四国旅客鉄道㈱　監査役
㈱すばる　取締役

４. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査等委員の状況（2025年３月31日現在）

（注）1. 取締役堂野達之氏及び真鍋恵美子氏は、社外取締役です。
（注）2.　常勤の取締役・監査等委員として、折橋秀三氏を選任しています。同氏は、その経歴か

ら、法務・コンプライアンスに相当程度の知見を有しており、常勤の取締役・監査等委員
として選任しています。

（注）3.　取締役・監査等委員真鍋恵美子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関
する相当程度の知見を有しています。

（注）4. 当社は、取締役・監査等委員堂野達之氏及び取締役・監査等委員真鍋恵美子氏の2名を東
京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

（注）5. 社外役員の重要な兼職の状況及び当社と当該兼職先との関係は、後記「(6)社外役員に関
する事項」に記載しています。

（注）6. 2024年６月28日の定時株主総会の終了をもって、取締役・監査等委員の山口公明氏が任
期満了により退任しています。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であ
るものを除く。）との間で、同法第423条第１項に規定する取締役（業務執行取
締役等であるものを除く。）の損害賠償責任を限定する契約を締結することがで
きる旨を定款に定めています。当該定款に基づき、当社と折橋秀三氏、堂野達之
氏及び真鍋恵美子氏の３氏と、それぞれ損害賠償責任を限定する契約を締結して
います。当該契約における損害賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額で
あり、当該責任限定が認められるのは、対象となる取締役（業務執行取締役等で
ある者を除く。）が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過
失がないときに限られます。

(3) 補償契約の内容の概要等
該当する契約はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、当社及びすべての当社子会社におけるすべての取締役を被保険者とし
た会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との
間で締結しており、保険料は全額当社が負担しています。
　当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負う
こと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害
を当該保険契約により保険会社が補填するものです。

(5) 取締役の報酬等
①役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は2024年６月27日開催の取締役会において、取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。以下本項目において「取締役」という。）の個人別の報酬等
の内容にかかる決定方針を決議しています。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報
酬等の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針
に整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断し
ています。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。

A．個人別の報酬等のうち、次の事項（a.～d.）の決定に関する方針
a.業績連動報酬等について業績指標の内容・額又は算定方法
　当社は、2022年６月24日に特別調査委員会から受領した調査報告書を
踏まえ、業績指標に連動した報酬は、現時点では行わない。
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区分
報酬等の

総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対 象 と な る
役 員 の 員 数
(名)

基本
報酬

業績連動
報酬

退職慰
労　金

非金銭
報酬等

取締役(監査等委員を除く)
(うち社外取締役）

43
(2)

43
(2)

－
(－)

－
(－)

－
(－)

6
(2)

取締役(監査等委員)
（うち社外取締役)

16
(9)

16
(9)

－
(－)

－
(－)

－
(－)

3
(2)

合計
（うち社外役員）

60
(11)

60
(11)

－
(－)

－
(－)

－
(－)

9
(4)

b.非金銭報酬等（株式報酬、ストック・オプション）の内容・額（数）又は
算定方法

　a.と同様の理由により、非金銭報酬等（株式報酬、ストック・オプショ
ン）は、現時点では行わない。

c.その他の報酬（＝確定額報酬等（a. b.以外の報酬））の額又は算定方法
取締役のその他の報酬（＝確定額報酬等）については、個々の取締役の
役位、能力、職責、在任年数、社会的地位等を踏まえ、当社の業績を考
慮しながら、総合的に勘案して、株主総会で定められた基準の範囲内
で、取締役会の決議により、個別の報酬額について決定する。

d. a. b. c.の割合（構成比率）の決定に関する方針
　現時点では、c.その他の報酬（＝確定額報酬等（a. b.以外の報酬））
を100％とする。

B．報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
　確定額役員報酬は、年間報酬額の1/12を月額で支払う。

C．報酬等の内容の決定方法（以下は、取締役その他の第三者に委任する
場合）
　該当事項はありません。

D．その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
　該当事項はありません。

E．その他（監査等委員である取締役の報酬）
　監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で定められた基
準の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により、個別の報酬額に
ついて決定する。

②当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
（注）2. 業績連動報酬等にかかる報酬は「① A. a. 業績連動報酬等について業績指標の内容・額ま

たは算定方法」に記載の通りで、現時点では行われていません。
（注）3. 非金銭報酬等にかかる報酬は「① A. b. 非金銭報酬等について業績指標の内容・額または

算定方法」に記載の通りで、現時点では行われていません。また、当事業年度における保
有状況は「３．(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価と
して交付された新株予約権の状況」に記載しています。

（注）4. 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2024年６月27日開
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催の第32回定時株主総会において年額75百万円以内（うち、社外取締役の報酬額は年額
20百万円以内）、かつ、当該報酬枠とは別に当社の取締役（監査等委員である取締役及び
社外外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の
報酬等を年額150百万円以内の範囲で付与することを決議しています（使用人兼務取締役
の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の員数は、６名（うち、社外取締役は１名）です。

（注）5. 当社の監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2022年６月27日及び同年７月28日開
催の第30回定時株主総会において年額30百万円以内（うち、社外取締役年額15百万円以
内）と決議しています。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、３名
（うち社外取締役は２名）です。

(6) 社外役員に関する事項
①他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・堂野達之氏は、堂野法律事務所の所長、株式会社コパ・コーポレーションの

社外監査役です。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
・真鍋恵美子氏は、公認会計士真鍋恵美子事務所の所長、税理士法人すばる会

計の代表社員、四国旅客鉄道株式会社の監査役及び株式会社すばるの取締役
です。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

②会社または会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係
　該当事項はありません。
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区分 氏名 活動状況及び期待される役割に対して行った職務の概要

社外取締役 陳　德彪

2024年６月28日に当社社外取締役に就任後、2024年９
月１日に社外性を喪失するまでの間、社外取締役とし
て、当事業年度に開催された取締役会３回のうちすべて
に出席しました。
経理・財務面において豊富な経験と幅広い専門知識を有
しており、また、日本語も堪能で、日本での事業展開を
基軸としながらも、当社が中国を中心とした国際事業を
展開する上で、有益な示唆・助言を頂戴できるものと期
待してご就任頂き、取締役会において、経理・財務面に
関する豊富な経験と実績を生かし、取締役会の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための発言を行っていまし
た。

社外取締役・
監査等委員 堂野　達之

社外取締役（監査等委員）として、事業年度に開催され
た取締役会15回のうちすべて、監査等委員会12回のうち
すべてに出席しました。
弁護士として、主に株主総会指導、Ｍ＆Ａ、コンプライ
アンス指導という企業活動の根幹に関わる分野でご活躍
されてきており、弁護士としての高い見識から経営全般
に対する監視と有効な助言をいただけることを期待して
ご就任頂き、取締役会において、弁護士としての専門的
見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保
するための発言を行っています。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見
交換等、必要な発言を適宜行っています。

社外取締役・
監査等委員 真鍋　恵美子

社外取締役（監査等委員）として、当事業年度に開催さ
れた取締役会15回のうちすべて、監査等委員会12回のう
ちすべてに出席しました。
公認会計士及び税理士として、企業の会計・税務に関す
る分野でご活躍されてきており、豊富な専門的知識と経
験から、当社の会計・税務全般に対する監視と有効な助
言をいただけることを期待してご就任頂き、取締役会に
おいて、公認会計士及び税理士としての専門性見地か
ら、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの発言を行っています。
また、監査等委員会において、監査結果についての意見
交換等、必要な発言を適宜行っています。

③当事業年度における主な活動状況

（注）陳德彪氏は、2024年９月１日付けで当社100％子会社の業務執行取締役に就任したため、当
社における社外性を喪失し社外取締役ではなくなっています。

④親会社または子会社等から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。

⑤社外役員に関する記載内容に対する当社社外取締役からの意見
　上記①～④に掲げる事項の記載内容に対して、社外取締役からの意見は特に
ありません。
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支 払 額

①当事業年度に係る報酬等の額 28百万円
②当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭
　その他の財産上の利益の合計額 28百万円

５. 会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称
　協立監査法人
　なお、協立神明監査法人は2024年７月１日付で協立監査法人に名称を変更し
ております。

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の
金額は合計額で記載しています。

（注）2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り
の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の
報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議
案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は上記の場合のほか、会計監査
人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査
等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場
合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会に
おいて、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
[業務の適正を確保するための体制整備に関する基本的な考え方]
　当社は、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を定め、企
業集団としての業務の適正を確保するための体制を整備し、当社グループとし
て、企業の社会的責任及び株主その他の利害関係人との関係を考慮しつつ、企業
価値の向上を図るとともに、当社においての業務の適正を確保するための体制を
構築することに努めることとしています。
[業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要]
　当社は、「内部統制システムに関する基本方針」に則り、業務の適正を確保す
るための体制の適切な運用を図ることと、その継続的な改善に努めています。

①　取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の　
適正を確保するために必要な体制

〔体制〕
　　当社は、当社及び子会社から成る企業集団（以下「グローム・グループ」と

いう。）を統括し、経営管理上の監督機能を担う持株会社としてグループ統治
を行う。これを遂行するため、当社は、グローム・グループとして、企業の社
会的責任及び株主その他の利害関係人との関係を考慮しつつ、企業価値の向上
を図るとともに、当社において取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制を構築する。

A.当社では、取締役会がグローム・グループ各社の経営に関する基本方針を決定
し、基本方針の執行を監督する義務を果たす。取締役は、法令を遵守し、善管
注意義務を尽くして基本方針に基づき職務を執行する。また、取締役は、各組
織機能の役割と連携に留意しつつ、グローム・グループにおける情報の共有と
株主及び社会への適切な情報を適時に開示する。

B.取締役は、グローム・グループ各社が、医療関連事業に携わり、アライアンス
先医療機関利用者及び関係者のみならず、社会からの信頼と信用を得ていくた
め、医療機関経営のための適切な情報及びサービスを、創造・提供するための
経営基盤と企業風土を構築する。

C.コンプライアンスに関するルールは、取締役会が決議するコンプライアンス規
程で定め、子会社も含め全役職員に適用する。同規程は、コンプライアンス委
員会が運営し、同委員会を中心に教育・啓発を行い、コンプライアンス経営の
実践に努める。

D.取締役会は、当社及びグローム・グループ各社について、法令の遵守、財務報
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告の信頼性確保、業務の有効性と効率性の維持・向上、資産の保全等の観点か
ら、有効かつ実効的な内部統制が確保されるよう体制の整備を行う。

E.当社は、稟議等により業務を遂行するに際して決裁を受ける場合は、審査等を
行う関係各部門に回付され、法令・規則及び社内規程等への違反がないか確認
するプロセスを確立し、回付部門からの質問又は指摘を受ける仕組みにより、
社内稟議プロセスの牽制機能強化を図る。

F.内部監査部門を設置し、内部監査を実施することにより、内部統制の有効性と
妥当性の一層の確保に努めている。

G.当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対し、
毅然とした姿勢で対応し、それらの勢力とは一切の関係を持たないように万全
を期す。

　具体的な取り組みとして、
　　・反社会的勢力取引排除等規程を制定し、反社会的勢力への対応についての

ルールを明確化し、社内への周知と教育を行う。
　　・契約書を作成する場合は、暴力団排除条項を導入する。
　　・外部と各種取引を行う場合は、反社会的勢力との関係を持たないように、

反社会的勢力でないか調査を行う。
H.内部通報規程を制定し、職制以外の情報伝達経路として内部通報窓口を設置

し、コンプライアンス違反の早期発見と内部通報者の保護を行う。
I.ビジネス倫理と法令遵守を推進するため、コンプライアンスに関する情報提供

と啓発を目的として、グローム・グループ各社の役職員に対して、定期的に研
修を実施する。

〔運用状況の概要〕
A.当社は、中期経営計画等の事業の基本方針を策定し、経営方針を開示の上、 

企業集団全体の事業活動を統括し、経営を推進しています。また、経営の監督
を行う取締役会は９名中２名（2025年３月31日現在）を社外取締役により構
成し、経営執行の監視を行っています。

B.当社は、グローム・グループとして、医療関連事業を事業の中核に据え、地域
医療を担う医療機関の健全な経営を実現するために経営資源を集中させなが
ら、適切な情報及びサービスを提供することに努めています。

C.グローム・グループ全社に適用されるコンプライアンス規程を制定し、コンプ
ライアンス委員会が、社員研修を主催し、継続的に社員教育を実施し、法令遵
守と企業倫理に基づく行動を徹底することに努めています。

D.内部統制各担当分野に関する責任部門を関係会社管理規程において「連携推進
部署」として定め、グローム・グループ各社の内部統制に関する連携と推進を
行っています。
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E.電子稟議システムを導入し、稟議申請規程に定められた決裁者の決裁を受ける
場合には、各専門分野の視点から審査を行うために回付され、法令・規則及び
社内規程等への違反がないか確認するプロセスを確立し、その手続き状況を効
率的かつ確実に記録しています。

F.業務部門から独立した監査専門機関として内部監査室を設置し、内部監査計画
に基づき内部統制の整備・運用状況を検証しています。

G.反社会的勢力との取引排除のため反社会的勢力取引排除等規程を制定し、社会
の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持た
ないように努めています。このため、反社会的勢力への対応についてのルール
を明確化し、外部と各種取引を行う場合は、反社会的勢力との関係を持たない
ように反社会的勢力でないか調査を行い、契約書を交わす場合は、暴力団排除
条項を導入することとしています。

H.グローム・グループ全社に適用される内部通報規程を制定し、退職後１年以内
の者を含め、全役職員から通報・相談を受ける窓口を社内（監査等委員）と社
外（法律事務所）に設置し、受け付け、通報者・相談者についての秘密保持と
個人情報保護を徹底するほか、不当な差別を禁止した上で、グループ各社での
不正行為等のリスク情報の収集と調査並びに是正の対応を行うことができる体
制を構築しています。

I.コンプライアンスに関する研修を通じて情報提供と啓発を行うため、グロー
ム・グループの全役職員を対象にした研修を継続的に実施し、ビジネス倫理と
法令遵守の実践を推進しています。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
〔体制〕
　　当社は、文書管理規程を定め、株主総会議事録、取締役会議事録等の文書を

書面又は電磁的記録媒体に記録・保存の上、情報の保存及び管理を適正に行
う。また、役職員に対する教育・モニタリングを実施するとともに、情報の安
全な保存管理と情報共有の両面を実現するために、電磁的な記録システムを導
入し、情報の適切な管理と利活用を行う。

〔運用状況の概要〕
　　当社は文書管理規程を制定し、作成した株主総会、取締役会等の重要会議の

議事録等の重要文書を、適宜、書面及び電磁的記録方式を用いて安全に保存及
び管理しています。

　　また、電子稟議システムも導入し、重要案件の決裁と決裁文書の保管及び管
理に関しての手続きを明瞭化かつ効率化するとともに、関係文書の安全な保管
に努めています。
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③　グローム・グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
〔体制〕
　　グローム・グループ全体に適用されるリスクマネジメント規程を制定し、リ

スク管理統括責任者及びリスク管理責任者を配置し、原則毎週開催される経営
企画会議にてリスク管理責任者がリスクに関する報告を行うことにより、事業
や業務の目標・目的の達成に影響を与え、物理的、経済的若しくは信用上の損
失または不利益を生じさせる事象を発生させる可能性のあるリスクについて、
適切な対応と会社損失の最小化に努め、事業の継続と企業としての信頼性確保
を図ることとする。

　　また、リスク情報については、当社への情報伝達とグローム・グループ各社
と当社が連携して適切なリスクへの対応措置をとることとする。

〔運用状況の概要〕
　　リスク管理体制を強化し、確実な運用が図られるようにリスクマネジメント

規程を制定し、グローム・グループ各社のリスクに関する情報は、当社代表取
締役社長がリスク管理統括責任者、グローム・グループ各社の主要部門からの
経営企画会議参加者がリスク管理責任者となり、情報収集を実施し、定期的に
経営企画会議で報告されることとしています。なお、リスクの高い事項等につ
いては適宜、取締役会に付議され、迅速に適切なリスク対応を行うことに努め
ることとしています。

④　グローム・グループ各社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを
確保するための体制

〔体制〕
　　当社は、取締役会がグローム・グループ各社の経営の基本方針と戦略並びに

重要な業務執行に係る事項を決定し、各取締役が職務を執行するという機関相
互間における役割分担と連携により、職務執行の集中と効率化を図る。

A.経営計画において、毎年度の基本的方針及び計画を定め、これを軸とした計
画・実施・統制・評価というマネジメントサイクルを展開する。

B.代表取締役と各部門責任者によるミーティングを随時行い、情報の共有化と、
効率的な業務執行を図る。また、グローム・グループ各社の規程体系を整備・
運用することにより、組織運営を円滑化し、業務を有効かつ適切に行える体制
を構築し、職務執行の効率化を図り、かつ職務執行の法令及び定款への適合を
確保する。

〔運用状況の概要〕
　　当社は、中期経営計画を策定・開示し、そこで明示された経営の基本方針に

基づき、グローム・グループ各社の事業責任者が、各担当部門により経営の方
針・計画及び規程等に基づき遂行される業務に対して経営管理を行い、当社の
代表取締役が参加する定例及び随時のミーティングにおいて情報の共有化と方
向性の確認を行っているほか、取締役会において事業状況について監視し、計
画と実績との差異分析等に基づき適切に対応することに努めています。
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⑤　グローム・グループ各社における業務の適正を確保するための体制
〔体制〕
A.当社は、関係会社管理規程を制定し、子会社の特性及び規模等にも配慮して、

グローム・グループ各社としての業務の適正を確保する体制を構築する。ま
た、当社は持株会社として、グループ全体を統一的に管理する事項と各子会社
に応じて管理する事項を見極め、グローム・グループ各社における業務の適正
を確保するため、重要事項の決裁体制、リスク管理、情報伝達、モニタリング
体制等の企業集団のガバナンスの充実を柱とする体制を構築する。

　　また、当社は、当社企業集団のガバナンスに係る重要事項、並びに当社と子
会社間の重要な取引につき、当社取締役会の付議事項としている。

B.当社は、グローム・グループ各社の事業状況、財務状況等について、当社取締
役会に月次報告する。また、関係会社に対する情報等の全般を統轄する経営企
画部門の責任者は、必要がある場合には関係会社に連絡会の開催を求めること
ができる。

〔運用状況の概要〕
A.子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を制定し、子会社の業

務統制上、必要な支援とモニタリングを行っています。また、各子会社の事業
推進と経営管理並びにコンプライアンス、内部統制の維持・向上を推進するた
めの各専門業務分野に関する責任部門を設置しているほか、グローム・グルー
プ各社に当社取締役を兼任させ、必要な指導を行い、業務が適正に実施される
ように努めています。

B.当社の定例取締役会では、グローム・グループ各社の事業状況、財務状況、そ
の他重要事項等について報告が行われ、グループ経営に大きな影響のある案件
は必要に応じて決議事項として付議されています。

⑥　監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制
〔体制〕
　　当社では、監査等委員会の職務は、総務、財務・経理、法務、人事、情報シ

ステム、内部監査等各部門を分野ごとの補助使用人として各部門の専門性を活
かすことにより、内部統制システムの監査等について補助していく体制を整備
する。

〔運用状況の概要〕
　　監査等委員会が行う業務の補助使用人が、総務部門、財務・経理部門、IT部

門から指名され、監査等委員会の業務補助を行うとともに、監査等委員会は会
計監査人及び内部監査室と監査の実施状況に関して意見交換を行うなど連携を
図っています。
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⑦　上記⑥の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の前号
の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

〔体制〕
　　監査等委員会の職務を補助すべき各使用人が監査等委員会の要請に基づき補

助を行う際は、監査等委員会の指揮命令に従うものとする。監査等委員会は各
使用人の独立性を確保するため隔月で連絡会を行い、監査等委員会の監査等方
針の確認及び関連する各部門の業務執行牽制体制について協議する。

〔運用状況の概要〕
　　内部監査室の人員の選任の際は、監査等委員が候補者と直接面談するなど

し、意見を述べることとなっているほか、内部監査規程に、「内部監査室長
は、監査等委員会の要請に基づき補助を行う際は、監査等委員会の指揮命令に
従うものとする。」旨の規定をしています。また、監査等委員業務の補助人の
指名については監査等委員会規程に記載され、「補助人が監査等委員会の要請
に基づき補助業務を行う際は、業務に関する守秘義務について十分理解し、監
査等委員会の指揮命令に従う」こと及び取締役からの独立性について規定して
います。

⑧　取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの
者から報告を受けた者が監査等委員に報告をするための体制、その他の監査等
委員への報告に関する体制

〔体制〕
　　当社は、取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこ

れらの者から報告を受けた者から監査等委員へ報告する以下の体制を整備す
る。

A.監査等委員が、当社の社内会議への出席等が必要と判断した場合の会議への出
席、及びそれら会議の議事録の閲覧、監査に関する体制

B.当社の監査等委員が当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及
び使用人に対して質問し、又は書類若しくは資料の提出を求めた場合の取締
役、監査役及び使用人の対応に関する体制

C.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監
査等委員会又は監査等委員に対して報告する体制並びに子会社の取締役、監査
役及び使用人から報告を受けた当社の取締役又は使用人が当社の監査等委員会
又は監査等委員に対して報告する体制

D.監査等委員又は監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由とし
て不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　コンプライアンスに抵触する行為等について監査等委員又は監査等委員会への
適切な報告体制を確保するとともに、通報者が通報したことにより不利な取扱
いを受けないようにする。
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〔運用状況の概要〕
A.監査等委員は取締役会をはじめ、重要な社内会議に出席するとともに議事録及

び重要な決裁事項に係る稟議書の内容の確認を行っています。
B.監査等委員は、重要決裁案件に関するすべての稟議書の閲覧を行い、取締役及

び使用人ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人は当社の監査等委員に説
明や資料の提出を行っています。

C.重要な業務執行については担当役員・担当部門が適宜適切に監査等委員に連絡
するほか、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した
ときは直ちに監査等委員に報告します。

D.当社の監査等委員全員がグローム・グループにおける内部通報の受付窓口の一
つとされ、内部通報等の報告を監査等委員等受付窓口にしたことを理由として
不利な取扱いを受けないように内部通報規程に明示し、運用されています。

⑨　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の
当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

〔体制〕
　　監査等委員が監査等委員監査の実施について生じる費用の前払又は支出した

費用等の償還、負担した債務の弁済を請求した場合は、会社は、監査等委員の
監査業務について生じたものでないと認められない場合を除き、その費用を負
担する。

〔運用状況の概要〕
　　監査等委員の職務の執行について生じる費用または債務については､社内ル

ールに従って適切に支払の処理を行っています。
⑩　その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
〔体制〕
　　監査等委員は、代表取締役をはじめ、他の取締役及び各使用人から、適宜個

別のヒアリングや意見交換を実施することができる。
〔運用状況の概要〕
　　監査等委員は、重要会議に出席するほか、グローム・グループ各社の代表取

締役、他の取締役及び使用人と個別に面談するほか、小規模組織の特性を活か
し、日常的に連絡を取り、報告を求めるなどし、必要な情報の収集や意見交換
を行っています。

－ 29 －



 

(2) 会社の支配に関する基本方針
　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基
本方針については、特に定めていません。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　親会社株主に帰属する当期純利益の概ね15％に相当する金額を、期末配当と
して年１回、配当することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当
期の期末配当については、１株当たり２円として当社株主総会に諮る予定です。

（注）本事業報告に記載しています金額及び数値については、表示単位未満の端数を切り捨てて表示
し、また、消費税等は含まれていません。
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（2025年３月31日現在）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金額

（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

短 期 貸 付 金

１年内回収予定の長期貸付金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

工具、器具及び備品

土   地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

2,512

1,593

1

60

852

5

△0

5,094

1,362

642

16

10

693

1

1

0

3,730

1,559

2,434

7

59

128

△457
　

（ 負  債  の  部 ）

流 動 負 債 110

未 払 法 人 税 等 37

賞 与 引 当 金 4

そ の 他 68

固 定 負 債 191

資 産 除 去 債 務 18

長期預り敷金保証金 173

負 債 合 計 302

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 7,153

資 本 金 3,049

資 本 剰 余 金 3,012

資 本 準 備 金 3,012

利 益 剰 余 金 1,092

利 益 準 備 金 74

その他利益剰余金 1,018

繰越 利 益剰 余 金 1,018

自 己 株 式 △0

新 株 予 約 権 151

純 資 産 合 計 7,304

資 産 合 計 7,607 負 債 純 資 産 合 計 7,607

貸　借　対　照　表
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（ 2024年 4 月 1 日から ）2025年 3 月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 499
売 上 原 価 81

売 上 総 利 益 417
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 413

営 業 利 益 3
営 業 外 収 益

受 取 利 息 28
そ の 他 0 28

営 業 外 費 用
そ の 他 0 0

経 常 利 益 31
特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 7
債 権 回 収 益 150 158

特 別 損 失
出 資 金 評 価 損 1 1

税 引 前 当 期 純 利 益 188
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 42
法 人 税 等 調 整 額 △3 39
当 期 純 利 益 149

損　益　計　算　書
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（ 2024年 4 月 1 日から ）2025年 3 月31日まで
（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資本
剰余金 利 益 剰 余 金

自己
株式

株主資本合
計資本

準備金
利益

準備金

その他利益剰余
金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 3,049 3,012 74 869 △0 7,004
当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 149 149
株主資本以外の項
目 の 当 期 変 動 額
（ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － － 149 － 149
当 期 末 残 高 3,049 3,012 74 1,018 △0 7,153

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計

当 期 首 残 高 158 7,163
当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 149
株主資本以外の項
目 の 当 期 変 動 額
（ 純 額 ）

△7 △7

当 期 変 動 額 合 計 △7 141
当 期 末 残 高 151 7,304

株主資本等変動計算書

－ 33 －



（2025年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
営 業 貸 付 金
商 品 及 び 製 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
短 期 貸 付 金
１年内回収予定の長期
貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他
貸 倒 引 当 金

　

4,339
2,186

194
1,572

16
0
8

486

158
△283
4,305
1,511

785
693

9
23
65
60
5

2,728
797

1,927
14
69

408
△488

　

（ 負  債  の  部 ）

流 動 負 債 596

支払手形及び買掛金 320
１年内返済予定の長期
借 入 金 10

未 払 法 人 税 等 44

賞 与 引 当 金 15

リ ー ス 債 務 2

そ の 他 203

固 定 負 債 210

長 期 借 入 金 35

リ ー ス 債 務 8

資 産 除 去 債 務 18

長期預り敷金保証金 145

そ の 他 2

負 債 合 計 806

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 7,687

資 本 金 3,049

資 本 剰 余 金 3,012

利 益 剰 余 金 1,626

自 己 株 式 △0

その他の包括利益累計額 0

為 替 換 算 調 整 勘 定 0

新 株 予 約 権 151

純 資 産 合 計 7,838

資 産 合 計 8,645 負 債 純 資 産 合 計 8,645

連 結 貸 借 対 照 表
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（ 2024年 4 月 1 日から ）2025年 3 月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 2,043
売 上 原 価 1,070

売 上 総 利 益 972
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,018

営 業 損 失 △46
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2
そ の 他 0 3

営 業 外 費 用
支 払 利 息 0
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 3
そ の 他 6 10
経 常 損 失 △53

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 8
債 権 回 収 益 150
新 株 予 約 権 戻 入 益 7 166

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 0
出 資 金 評 価 損 5
解 体 費 用 9 14

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 98
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 21
法 人 税 等 調 整 額 6 27
当 　  期  　 純  　 利 　 益 70
親会社株主に帰属する当期純利益 70

連 結 損 益 計 算 書
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（ 2024年 4 月 1 日から ）2025年 3 月31日まで
（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合
計

当 期 首 残 高 3,049 3,012 1,555 △0 7,616
当 期 変 動 額

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益 70 70

株 主 資 本 以 外 の 項
目 の 当 期 変 動 額
（純　　　　　 額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 70 － 70
当 期 末 残 高 3,049 3,012 1,626 △0 7,687

その他の包括利益累計額
新株

予約権 純資産合計為替換算
調整勘定

その他の包
括利益累計

額合計
当 期 首 残 高 △6 △6 158 7,768
当 期 変 動 額

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益 70

株 主 資 本 以 外 の 項
目 の 当 期 変 動 額
（純　　　　　 額）

6 6 △7 △0

当 期 変 動 額 合 計 6 6 △7 69
当 期 末 残 高 0 0 151 7,838

連結株主資本等変動計算書
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取　締　役　会　　御中

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 朝　　田　　潔

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田　中　伴　一

独立監査人の監査報告書
2025年５月23日

グローム・ホールディングス株式会社

協立監査法人
東京事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、グローム・ホールディングス株式会社の

2024年４月１日から2025年３月31日までの第33期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）に
ついて監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

会計監査人監査報告

－ 37 －



　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
ある。
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・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び
内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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取　締　役　会　　御中

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 朝　　田　　潔

代 表 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田　中　伴　一

独立監査人の監査報告書

2025年５月23日
グローム・ホールディングス株式会社

協立監査法人
東京事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、グローム・ホールディングス株式会社

の2024年４月１日から2025年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、グローム・ホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に

おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。。

連結計算書類に係る会計監査人監査報告
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　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任が
ある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により
発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与え
ると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる
可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成
及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評
価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結
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計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に
対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。

以　上
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監査報告書
　当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第33期事業年度
における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につ
き以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項
に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明す
るとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統

制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からリス
ク管理を含めその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて
説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業活動の場
において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等（監査等委員が子会社の監査役を兼
務）と意思疎通及び情報の交換を図り、定期的に子会社から事業の報告
を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、
計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

２．監査の結果
（1）　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取
締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

監査等委員会監査報告
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　なお、当社及び当社グループは、不適切取引等の発生防止策の運用を進
めており、監査等委員会においても、その実効性確保のため、引き続き、
内部管理体制強化とビジネスモデル再構築プロセスを注視し、検証して参
ります。併せて、特に子会社のグローム・インターナショナル株式会社並
びに福山医療器株式会社については、グループ内部統制強化の観点から、
内部管理体制のモニタリング等の監査強化を図っております。

（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人協立監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

（3）　連結計算書類の監査結果
会計監査人協立監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2025年５月23日

グローム・ホールディングス株式会社
監査等委員会

監 査 等 委 員 折 橋 　 秀 三 ㊞
監 査 等 委 員 堂 野 　 達 之 ㊞
監 査 等 委 員 真鍋　恵美子 ㊞

（注）１　監査等委員堂野達之及び真鍋恵美子は、会社法第２条第15号及び第
331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
　　　当社は事業拡大による企業価値の向上を最重要課題の一つとして位置付けると

共に、株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題と考えています。
　　　当社は、当社連結損益計算書における「親会社株主に帰属する当期純利益」の

概ね15％に相当する金額を、期末配当として年１回、配当することを基本方針
としています。この基本方針に基づき、当期の期末配当については、以下のとお
りとします。

　　　(1)配当財産の種類
　　　　 金銭
　　　(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　　　 当社普通株式１株につき金２円　　　総額18,100,722円
　　　(3)剰余金の配当が効力を生じる日
　　　　 2025年６月27日
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候補者
番　号

ふ  り  が  な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１
すが
菅　

はら
原　　

 

　
まさ
正　

ずみ
純

(1969年１月15日)

    1987年    4 月 ㈱サン・ジャパン（現 ㈱CAICA 
DIGITAL）

    2013年    1 月 ㈱CareOnline（現 ㈱ケアダイナミ
ックス）　取締役

    2014年    6 月 ㈱SJメディカル（現 ㈱ノーザ）　取
締役

    2021年    6 月 グローム・マネジメント㈱ ITサポー
ト部シニアマネージャー

    2022年    4 月 同社取締役
    2022年    11月 当社執行役員
    2023年    1 月 当社取締役
    2023年    6 月 当社代表取締役社長（現任）

グローム・マネジメント㈱　代表取締
役
グローム・ワークサポート㈱　取締役
（現任）

    2023年    8 月 グローム・インターナショナル㈱　代
表取締役（現任）

    2023年    9 月 福山医療器㈱　代表取締役社長（現
任）

－株

２ か
何

 

　
 

　
 

　
 

　
 

　
せい
清

(1968年４月25日)

    1993年    5 月 北京中之旅商務会議服務有限公司
最高財務責任者

    1994年    10月 北京外企航空服務有限公司 最高財務
責任者

    2009年    10月 北京北大青鳥有限責任公司 副総裁
    2017年    4 月 金山エネルギーグループ有限公司

執行董事（現任）
    2021年    6 月 当社社外取締役
    2023年    4 月 当社取締役（現任）

グローム・ワークサポート㈱　取締役
国際事業部管掌

    2023年    8 月 グローム・インターナショナル㈱　代
表取締役社長（現任）

－株

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
　当社取締役全員（監査等委員である取締役を除く６名）は、本定時株主総会終結の
時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案について同
じ。）４名の選任をお願いいたします。

　取締役候補者は、次のとおりです。
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候補者
番　号

ふ  り  が  な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

３
ちん
陳　　　

 

　
とく
德　

ひょう
彪

(1972年１月10日)

    1993年    8 月 中国中糧集団 本部財務部 入社
    1993年    8 月 中国北京中糧龍泉山荘 財務部副経理 

出向
    1994年    10月 中国中糧集団 本部財務部
    1995年    3 月 同社 駐在日本代表事務所 財務経理 兼

任 日本豊中貿易株式会社 財務経理 出
向

    2002年    3 月 中国中糧糧油輸出入公司 財務部副総
経理（主幹） 出向

    2007年    3 月 中国食品有限公司（香港上場公司） 
財務部総経理 出向

    2013年    3 月 中国中糧信託有限責任公司 副総経理 
兼任 首席リスク管理官 出向

    2019年    3 月 中国深圳明誠金融服務有限公司 取締
役 出向

    2023年    3 月 ㈱イクヨ　経営企画室副室長
    2023年    6 月 ㈱イクヨ　取締役
    2024年    6 月 当社社外取締役
    2024年    9 月 当社取締役（現任）

グローム・インターナショナル㈱　取
締役（現任）

10,000株

－ 47 －



候補者
番　号

ふ  り  が  な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

４

【新　任】

おり
折

 

　
はし
橋

 

　
 

　
しゅう
秀

 

　
ぞう
三

(1958年８月18日)

    1981年    4 月 （株）三菱銀行（現（株）三菱ＵＦＪ
銀行）入行

    1997年    10月 同社　支店部　主任調査役
    2001年    8 月 同社　大和支店長
    2003年    4 月 同社　京都支店長
    2006年    9 月 同社　成城支店長
    2009年    9 月 同社　リテール拠点部　部長
    2011年    1 月 イーピーエス（株）（現EPSホールデ

ィングス（株））入社
    2011年    10月 同社取締役　管理本部長
    2013年    6 月 同社取締役　常務執行役員
    2014年    1 月 同社取締役　上席執行役員
    2021年    10月 同社　執行役員副社長
    2023年    4 月 （株）リーディングエッジ　特別顧問

（現任）
クオンタムソリューションズ（株）
CFO/執行役員（現任）
（株）アクシス　特別顧問（現任）
Nova Shield（株）　特別顧問

    2024年    6 月 当社取締役監査等委員
グローム・マネジメント（株）監査役
（現任）
グローム・ワークサポート（株）監査
役（現任）
グローム・インターナショナル（株）
監査役（現任）
福山医療器（株）監査役（現任）

－株

（注）１．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
（注）２．各候補者の所有する当社の株式数は、本総会の基準日（2025年３月31日）現在の株式数を記載し

ています。
（注）３．当社は、当社及びすべての当社子会社におけるすべての取締役、監査役を被保険者とした会社法

第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険
料は全額当社が負担しています。上記取締役候補者が取締役に選任された場合には、当該契約の
被保険者となります。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を
負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険
契約により保険会社が補填するものです。
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ふ  り  が  な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

【新　任】

ちょう
張

 

　
 

　
 

　
りき
力　

 

　
うん
耘

(1964年４月20日)

    1987年    7 月 中国税関計算センター　システム開発
    1990年    2 月 北京コア㈱　システム開発
    1993年    6 月 北京珠峰㈱　システム開発
    1998年    12月 システムコンサルティング㈱　システ

ム開発
    2005年    3 月 DivineSoft㈱　代表取締役（現任）
    2012年    10月 北京仁本新動科技有限公司　総経理
    2017年    11月 守望智康（北京）科技有限公司　総経

理（現任）
    2019年    7 月 ㈱fantasista（旧商号：㈱アジアゲー

トホールディングス）　取締役
    2023年    1 月 当社社外取締役
    2023年    8 月 当社取締役（現任）

グローム・インターナショナル㈱　取
締役

－株

第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
　当社監査等委員である取締役折橋秀三は、本定時株主総会終結の時をもって辞任い
たします。
　つきましては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたします。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。

（注）１.　候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
（注）２.　役員の所有する当社の株式数は、当期末(2025年３月31日)現在の株式数を記載しております。
（注）３.　張力耘氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間において、会社法第427条第１項、定

款現行第29条第２項（第２号議案の効力発生後においては第30条第２項）の規定に基づき、会
社法第423条第１項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり
ます。当該責任限定契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低
責任限度額であります。

（注）４.　当社は、当社及びすべての当社子会社におけるすべての取締役及び監査役を被保険者とした会社
法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保
険料は全額当社が負担しております。上記監査等委員である取締役候補者が選任された場合に
は、当該契約の被保険者となります。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執
行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある
損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、１年毎に更新しております。次回更
新時には同内容での更新を予定しております。
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候補者氏名 企業
経営

法務・
コンプライアンス

財務・
会計 グローバル 医療

業界
菅原　正純 〇
何　　　清 〇
陳　　德彪 〇
折橋　秀三 〇
張　　力耘 監査等委員 〇
堂野　達之 監査等委員 社外 〇
真鍋　恵美子 監査等委員 社外 〇

【ご参考】第２号議案及び第３号議案が承認された場合の役員体制及びスキルマトリ
ックス

　第２号議案及び第３号議案が承認可決された場合、取締役会及び監査等委員会の構
成ならびに各取締役の専門性は下記の通りです。
　なお、下記の一覧表は各取締役候補者の有するすべての知見·経験を表すものでは
なく、代表的と思われるスキル等のうち１つに〇印をつけています。
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第４号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株
式報酬型ストック・オプション報酬等の額及びその具体的な内容決定の件

　2024年６月27日開催の第32回定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員
である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションと
しての新株予約権の報酬等を年額150百万円以内の範囲で付与することにつき、ご承
認いただいております。
本制度は、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する報

酬と当社の業績、株式価値との連動性をより高め、中長期的に継続した業績向上と企
業価値増大への意欲や士気を一層高めることを目的とするもので、本総会では、当社
の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ス
トック・オプションとしての新株予約権の報酬等を年額150百万円以内の範囲で付与
することにつき、改めてご承認をお願いするものであります。
　ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額は、取締役（監査等
委員である取締役および社外取締役を除く。）については、会社業績及び当社におけ
る業務執行の状況・貢献度等を基準として決定し、割当日においてブラック・ショー
ルズ・モデル等の株式オプション価格算定モデルを用いて算定する新株予約権１個当
たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の個数を乗じた額とします。
　上記に鑑み、当社は、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の
額及びその具体的な内容は相当なものであると考えています。
　現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は６名であり、第２号議案「取
締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」が原案どおり承認可決され
ますと、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）は４名となりま
す。
　当社取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対してストッ
ク・オプションとして発行する新株予約権は以下の内容とします。

（１）新株予約権の目的である株式の数
当社普通株式160,000株を、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から１

年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることがで
きる株式の数の上限とする。
なお、下記（２）により付与株式数（以下に定義される。）が調整された場

合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

（２）発行する新株予約権の総数
新株予約権1,600個を、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から１年以

内の日に割り当てる新株予約権の上限とする。
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新株予約権１個につきその目的である株式数（以下、「付与株式数」とい
う。）は100株とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式分割（株式
無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行
う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調
整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与
株式数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切
り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併または会社分割を行う場合等、付
与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲内で付与株
式数を調整するものとする。

（３）新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しないものとする。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使によ
り交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」
という。）に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の前日から過去１年間（応当日は割当日か

ら１年前の前日。応当日に取引がない場合、その直前日）の各日における東京
証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均価額と、割当日前
日における東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値のいずれ
か高値の方の価額に、1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切上げ）とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、

当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、当社
が合併または会社分割を行う場合等、行使価額を調整することが適切な場合
は、当社は、必要と認める調整を行うものとする。

－ 52 －



（５）新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の付与決議の日後２年を経過した日から当該付与決議の日後10

年を経過する日までの範囲で、別途定める。

（６）新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とす

る。

（７）新株予約権の取得事由及び条件の概要
①　当社は、新株予約権者が、その保有する新株予約権の全部又は一部を放棄し
た場合は、当該放棄をした日をもって、当該新株予約権を無償で取得するもの
とする。

②　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる株
式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された
ときは、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得する
ことができる。

（８）その他の新株予約権の行使の条件及び内容（上記（１）から（７）までの事項
における細目を含む。）については、別途定める。
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第５号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件及び募集事項の決
定を当社取締役会に委任する件

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社
の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）並びに当社及び当
社子会社の従業員に対し、税制適格ストック・オプションとして発行する新株予
約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いす
るものであります。

本議案に基づき当社取締役に交付されるストック・オプションとしての新株予
約権は、取締役の報酬等に該当しますので、第３号議案に基づき取締役（監査等
委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプ
ション報酬等の額及びその具体的な内容が決定承認されることを条件としており
ます。なお、第３号議案では、各事業年度に割り当てる新株予約権の上限を
1,600個と定めておりますが、本議案で本事業年度に当社取締役に割り当てる新
株予約権は、下記のとおり1,600個です。

１．特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とす
る理由

当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。）並びに当社及び当社子会社の従業員の当社グループ全体の連結業績向上に
対する意欲や士気を喚起するとともに優秀な人材を確保し、企業価値向上に資す
ることを目的とするものであります。

２．新株予約権の割当対象者
当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除

く。）並びに当社及び当社子会社の従業員

３．本株主総会の決定に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内
容及び数の上限等

（１）新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式324,000株を上限とする。
このうち、当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）

に割り当てる新株予約権の目的となる株式の種類及び数は、当社普通株式
160,000株を上限とし、子会社取締役並びに当社及び当社子会社の従業員に割
り当てる新株予約権の目的となる株式の種類及び数は、164,000株を上限とす
る。
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なお、下記（２）により付与株式数（以下に定義される。）が調整された場
合は、調整後付与株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

（２）新株予約権の数
3,240個を上限とする。このうち、当社取締役（監査等委員である取締役及

び社外取締役を除く。）に割り当てる新株予約権の数は、1,600個を上限と
し、子会社取締役（社外取締役を除く。）並びに当社及び当社子会社の従業員
に割り当てる新株予約権の数は、1,640個を上限とする。

新株予約権１個につきその目的である株式数（以下、「付与株式数」とい
う。）は100株とする。

なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式分割（株式
無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う
場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整
は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株
式数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り
捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合等、付与
株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲内で付与株式
数を調整するものとする。

（３）新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しないものとする。
なお、職務執行の対価として公正発行により付与される新株予約権であり、

有利な条件による発行に該当しない。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使によ

り交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」
という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権の割当日の前日から過去１年間（応当日は割当日か
ら１年前の前日。応当日に取引がない場合、その直前日）の各日における東京
証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値の平均価額と、割当日前
日における東京証券取引所が公表する当社普通株式の普通取引の終値のいずれ
か高値の方の価額に、1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切上げ）とする。
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率

既発行
株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額 ＝ 調整前

行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式分割又は株
式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の
端数は切上げる。

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価
額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による新株
発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。）は、次の算式により行使価額を
調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数
から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己
株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、
「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」と読み替える。

さらに、新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行
使価額の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲内で行使価額
を調整するものとする。

（５）新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の付与決議の日後２年を経過した日の属する月の翌月１日から

2035年６月26日までとする。

（６）新株予約権の行使の条件
権利行使時における条件は設定しない。但し、当社の従業員又は当社子会社

の従業員が割当てを受けた場合には、権利行使時において、当社若しくは当社
子会社の取締役又は当社若しくは当社子会社の従業員の地位にあることを要す
る。
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（７）新株予約権の取得事由及び条件
①  当社は、新株予約権者が、その保有する新株予約権の全部又は一部を放棄

した場合は、当該放棄をした日をもって、当該新株予約権を無償で取得する
ものとする。

②  当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完全子会社となる
株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認さ
れたときは、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取
得することができる。

（８）新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とす

る。

（９）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本
準備金に関する事項

①  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額
は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２
分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を
切り上げる。

②  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金
の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の
額を減じた額とする。

（10）合併等の組織再編をする場合の条件
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設

分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」とい
う。）を行う場合は、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する
新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、そ
れぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式
会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づき
それぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新
株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設
分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
①  交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付す
る。
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②  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

③  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記３.（２）に準じて決定する。

④  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再

編行為の条件等を勘案のうえ、上記３.（４）で定められる行使価額を調整
して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権
の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤  新株予約権を行使することができる期間
上記３.（５）に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のう

ち、いずれか遅い日から上記３.（５）に定める行使期間の末日までとす
る。

⑥  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び
資本準備金に関する事項

上記３.（９）に準じて決定する。
⑦  譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会決議による承
認を要するものとする。

⑧  その他新株予約権の行使の条件
上記３.（６）に準じて決定する。

⑨  新株予約権の取得に関する事項
上記３.（７）に準じて決定する。

⑩ その他の条件は、再編対象会社の条件に準じて決定する。

（11）新株予約権を行使した際に生じる１株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数

がある場合には、これを切り捨てる。

（12）その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される当社取締役会の
決議において定める。

以　上
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワー
ドを入力することなく、議決権行使サイトにログイ
ンすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってく
ださい。

1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮
パスワード」を入力しクリックしてください。2

「ログインID・
仮パスワード」
を入力
「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9：00～21：00）
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株主総会会場ご案内図

東京メトロ南北線 「六本木一丁目」駅 3番出口より徒歩約3分
東京メトロ銀座線 「溜池山王」駅 13番出口より徒歩約5分
都営バス
都01系統新橋駅~渋谷駅

「赤坂アークヒルズ前」 新橋から約10分、下車後
徒歩1分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

東京都港区赤坂１丁目12番32号
アーク森ビル37階「アークヒルズクラブ」

電話　03－5562 - 4110（直通）

溜池

ホテル
オークラ

泉ガーデンタワー

オークラ
別館

サントリー
ホール

アーク
ヒルズ

アークヒルズ
フロントタワー

アーク森ビル　37階
アークヒルズクラブ

アークヒルズ
サウスタワー

六本木
二丁目

ANAインター
コンチネンタル
ホテル東京

アメリカ
大使館

六本
木通

り

首都
高速

東
京メ
トロ
 南
北
線

 

溜
池
山
王

六
本
木
一
丁
目

東京メトロ
銀座線

※アーク森ビルへの入館の際には、１階受付にて身分証明証（写真付き）をご提示の上、行先（37階
アークヒルズクラブ）をお伝えして頂きますと入館証が発行されます。

　また、お帰りの際にはアークヒルズクラブ受付にて、入館証にサインが必要となりますのでご留意
ください。

交通のご案内
〈交通〉


